
R6.1 事業者用 

 

高齢者見守り協力事業者登録制度における 

協力事業者の方の役割について 

 

 

＜事業の目的＞ 
  

ひとり暮らし高齢者等が地域で自立した生活を営めるよう、地域が主体となった見

守り活動の支援に取り組んでいます。 

 こうした取り組みの一つとして、民間事業者（例：コンビニ、飲食店、公衆浴場な

ど）の方に、地域で高齢者の見守り活動を行う協力事業者として登録をしてもらう、

高齢者見守り協力事業者登録制度を平成 26 年 3 月から開始しました。 

 

 

＜事業の概要＞ 
  

協力事業者は、業務中に、高齢者の気がかりな様子を見かけた際に各地域の長寿サ

ポートセンターへ連絡するよう促したり、異変を確認したときは直接長寿サポートセ

ンターへ連絡する、見守り活動を行っていただきます。 

協力事業者には、「見守りステッカー」をお渡しし、事業者名等を区のホームペー

ジに掲載（任意）します。 

 

 

＜登録方法＞ 
 

(1) 登録の依頼・受付 

長寿サポートセンターの職員が、各店舗 

を訪問して、登録を依頼します。 

また、随時登録の受付をしております 

ので、登録を希望される事業者の方は、 

お近くの長寿サポートセンター又は 

長寿応援課地域支え合い係までご連絡ください。 

(連絡先は３、４ページに掲載) 

 

(2) 申請書の提出 

見守り協力事業者登録申請書（第 1 号様式）に 

記入・押印の上、訪問した長寿サポートセンター職員に直接お渡しいただくか、

後日、長寿サポートセンター又は区役所長寿応援課地域支え合い係へ郵送等によ

りご提出ください。 

 

(3) 名簿への登録 

申請書に基づき、区において、見守り協力事業者登録名簿に登録します。 

 

見守りステッカー 



(4) 登録証・ステッカーの送付 

見守り協力事業者登録証（第 2 号様式。以下「登録証」という。）と見守りステ

ッカー（直径 15cm 程度の円形カラーシール）を区から郵送、又は長寿サポート

センター職員が直接お渡しにお伺いします。 
   

※  ステッカーは、お店の入り口等、多くの人の目に付く場所に貼付してください。 

※  登録証は、適切に保管をお願いします。 

  

(5) 見守り活動の開始 

登録証等が送付されましたら、協力事業者として見守り活動の開始をお願いし

ます。 
 

※ 申請書で同意をいただいた事業者の方の名称及び所在地を、区のホームページ等で

公表します。 

※  申請書に記入した内容に変更が生じた場合や、登録の取り消しを希望される場合は、

区までご連絡ください。登録取消の際は、登録証をご返還いただきます。 

 

 

 

見 守 り 活 動 に つ い て 
 

 

業務中の可能な範囲で、主に以下の見守り活動を 

お願いします。 

 

(1) 業務中に、高齢者の気がかりな様子（※）に気付いた場合、長寿サポートセンタ

ーへ相談するよう、促してください。 
 （本人の同意があれば、代わりに長寿サポートセンターへご連絡いただくことができま

す。） 

 

※「気がかりな様子」の例 

 

〔病気等の可能性〕 

◎具合が悪そうに見える。 

〔認知症の可能性〕 

◎自宅への帰り道がわからない。 

◎話が通じない、かみあわない。 

◎支払の計算ができない。 

◎髪や服が乱れたり、汚れている。季節に合わない服を着ている。 

 〔消費者被害の可能性〕 

◎最近、見かけない人が出入りしている。 

    〔その他〕 

◎高齢者の家族が、介護で疲れているように見える。 

 

 



(2) 業務中に、高齢者の異変（※）に気付いた場合、長寿サポートセンターへ直接ご

連絡ください。 

 

※「異変」の例 

  

〔家の中で倒れている等の可能性〕 

◎異臭がする。 

◎洗濯物が何日も干したままになっている。 

◎新聞や郵便物がたまっている。 

◎普段見かけるのに、しばらく姿を見かけない。 

◎昼間でも雨戸が閉まったままになっている日が続いている 

 〔虐待の可能性〕 

◎顔や体にあざがある。そのことについて話したがらない。 

◎家の中から怒鳴り声がする。 

 

 

 (3) お店のお客様等から上記の(1)、(2)のような情報提供があった場合も、同様

の対応をお願いします。 

 
※  (1)、(2)のどちらの対応をするか判断に迷う場合は、長寿サポートセンターへご相談

ください。 

 

 

 

＜個人情報の取り扱いについて＞ 
 

高齢者の見守り活動を通じて取得した個人情報（以下「個人情報」という。）の取

扱いについては、江東区個人情報保護条例（平成１０年３月江東区条例第１０号）に

基づき、適正に管理をお願いします。 

 

【主な注意事項】 

◎ 個人情報を他に漏らし又は高齢者の見守り以外の目的に利用しないこと。 

◎ 個人情報を物品の売買等の営業活動に利用しないこと。 

◎ 登録を取り消された後も、同様に個人情報を適正に管理すること。 
 
 

 

＜問合せ・書類提出先＞ 
 
◎江東区役所 福祉部 長寿応援課 地域支え合い係 

   〒135－8383 江東区東陽 4-11-28 

℡：03(3647)9468  fax：03(3647)9247 

E-mail ：２１１１０２@city.koto.lg.jp 

 


